
「長岡京市中小企業振興基本条例（案）」に対する意見公募の結果について 

 

◼ 意見募集期間 

令和４年６月１５日（水）～７月１４日（木） 

 

◼ 意見提出数 

２名（５件） 

 

◼ 意見の内容とこれに対する市の考え方 

意見の 

該当箇所 
意見の内容 件数 市の考え方 

条例名称 「長岡京市中小企業振興基本条例(案)」とあるが、条例検討準

備会では条例のネーミングをもっと親しみやすく自分事と感

じる名称にする意見が大半を占めていた。 

今回の（案）におけるネーミングは他の自治体と横並びのネー

ミングとなっているが再度検討を加えてはどうか。 

１ ご意見ありがとうございます。 

検討準備会において、たけのこ条例などの愛称案が出ておりま

した。 

第４回（仮称）長岡京市中小企業振興条例検討会にて、条例名

称についてご検討いただきました。 

その際、愛称が先行してしまうと条例の目的がわからなくなっ

てしまうことが懸念されるという意見がございました。中小企

業振興のための条例であるため、案のとおり「長岡京市中小企

業振興基本条例」とさせていただきます。 

第７条 

商店街の役割 

商店街の役割を独立した条項で謳った事は大変評価される。 

以下修正を検討いただきたい 

 ご意見ありがとうございます。 

商店街を独立させたことについて、評価していただき、ありが

とうございます。 

 

  



意見の 

該当箇所 
意見の内容 件数 市の考え方 

第１項 商店街は地域経済活動の場だけではなく、地域コミュニティの

核として防犯、防災や地域環境整備の他、まちに元気を与える

存在としての役割を遂行するよう努める。 

１ 商店街の活動として地域環境整備をしていただいており大変

ありがたく思っておりますが、中小企業の条例であるため、条

文中に地域のコミュニティに関しての記載はしておりません。 

防犯、防災や地域環境整備を担っていただいますので、条例と

ともに公表予定の解説にその文言を記載させていただきます。 

第２項 必要か。 １ 商店街の会員事業所において、市民（消費者）とのコミュニケ

ーションをとっていただいていることを認識しております。 

情報発信は、中小企業の振興全般にまたがる重要な課題でもあ

るとの認識のもと、地域に根差した商店街及び会員事業所がよ

り積極的に情報受信・発信を担っていただくことを期待するも

のとしてこの項を設けています。 

第３項 ３項の後：商店街において小売業等を営む者は商店街振興に協

力して取組むよう努める。（加入促進の意味） 

※考え方 

商店街は地域における公共的役割も担っており、加盟店の会費

等を原資とし行政の支援を受けながら、地域の安心安全やにぎ

わい創出を行ってきた。コロナ禍において地域の絆が見直され

る中、地域コミュニティの核としての商店街の役割が重要とな

る。その役割を果たすには商店街による事業者への加入促進が

重要となり「加入促進」が条文に謳われている。 

１ 商店街は任意団体であるため、加入を義務付けられるものでは

ありませんが、ご指摘の小売業等を営まれる方を含めた中小企

業の加入促進を商店街が行うことを期待して設けています。 

併せて、中小企業の商店街の加入及び商店街の振興への協力

を、第５条第５項に記載させていただいており、同条第６項で

社会的責任を認識し、活力あるまちづくりに商店街を含めた関

係団体、市、市民と協働して取り組むことを中小企業の役割と

しています。 

この第５条と第６条の「経済団体」や第７条の「商店街」と相

互に規定して、その関係性や果たすべきより役割を明確化する

意図で規定しております。 

以上により、原案どおりとさせていただきます。 



意見の 

該当箇所 
意見の内容 件数 市の考え方 

第１３条 

推進の体制 

①推進会議委員の選任が市長の委嘱または任命とありますが、

選任される委員の資質など透明性・公平性の確保はどのように

なされるのか知りたいです。 

②どのくらいの頻度で推進会議は開催されるのか知りたいで

す。 

推進会議が定例として実施されるなら、その旨明記すべきと思

いました。 

 例)原則、毎月第 1月曜日に開催する。 

１ ご意見ありがとうございます。 

①学識経験者、各経済団体からの推薦及び市民公募の委員に委

嘱する予定をしています。市民公募については、ホームページ

や広報紙等で募集を行い、選考を行った上で、委嘱します。 

②推進体制については、条文には、審議会として条例に明記す

べき項目のみとし、詳細については規則で別に定めることを想

定しています。 

現時点では、中小企業振興推進会議は必要に応じて開催するこ

ととしており、年１～２回程度の開催を想定しております。 

以上により、原案どおりとさせていただきます。 

 


